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事実の概要

　平成 23 年 4 月から平成 25 年 3 月 15 日までの
間、被告人は、塗料の製造、販売等を目的とする
ｂの子会社であり塗料の製造等を目的とするｃに
汎用技術部部長等として勤務し、ｂから、同社及
びその子会社内で共有されたコンピュータ・ネッ
トワークのデータベース（NEA）内に電磁的記録
として保管されたｂの営業秘密を閲覧等する権限
を付与されるなどして、同社が保有する営業秘密
を示されていた。被告人は、在職中、業務上利用
するために、NEA 内に電磁的記録として保管さ
れていたｂの営業秘密である塗料ｅ及びｊの原料
及び配合量（以下、「本件情報」）が記載された商
品設計書にアクセスし、それを基に、パワーポイ
ントを用いて同一内容の電磁的記録（以下、ｅに
関するものを「完成配合表〔1〕」、ｊに関するものを

「完成配合表〔2〕」）を作成し、本件 USB とは別の
USB に保存していた。
　被告人は、平成 25 年 1 月頃、不正の利益を得
る目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背い
て、完成配合表〔1〕〔2〕をｃ内において被告人
所有の USB（本件 USB）内に保存し、複製を作成
する方法により本件情報を領得した。
　その後、被告人は、不正の利益を得る目的で、
その営業秘密の管理に係る任務に背いて、同年 4
月頃、ｂと競合関係にあるｄ内において、同社従
業員 2 名に対し、上記領得に係る営業秘密を用
いて作成されたｅの製造情報に関する書面（以下、

「推奨配合表〔1〕」）を手渡し、また、同年 8 月 2 日、

ｄの従業員に対し、上記領得に係る営業秘密を用
いて作成されたｊの製造情報に関する電磁的記録

（以下、「推奨配合表〔2〕」）を添付した電子メール
を送信し、よって開示した。
　原判決１）は、完成配合表〔1〕〔2〕を本件 USB
に保存し複製を作成したことにつき不正競争防止
法（平成 27 年法律第 54 号による改正前のもの（以下、

「法」））21 条 1 項 3 号ロの罪を、また、推奨配合
表〔1〕〔2〕の開示行為につき同項 4 号の罪の成
立を認めた。これに対し、弁護人は、本件情報の
営業秘密該当性等についての事実誤認と法 2 条 6
項に定める非公知性及び有用性についての法令の
解釈適用の誤りがあるとして、控訴した。

判決の要旨

　控訴棄却。原判決の認定・判断を是認した上で、
以下のように判示した。
　「秘密管理性が営業秘密の要件とされている趣
旨は、保有者において秘密として管理しようとす
る情報の範囲を従業員等に対して明確化すること
により、従業員等の予見可能性、ひいては、経済
活動の安定性を確保することにあるところ、……
本件のような技術情報に係る営業秘密は、直接開
発に従事した従業員はもとより、そのような情報
へのアクセスを許可された従業員も、事業者が当
該情報を秘密として管理し外部への漏えいを禁じ
る意思や利益を有していることやその範囲を容易
に認識し得るといえることからすれば、顧客情報
等のようにどのような情報を秘密情報とするかを
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明確にする管理措置を問題にする必要はないもの
というべきである。そして、秘密管理性が問題と
なるのは、個々の記録媒体等（情報が記載され、
又は記録された文書、図画又は記録媒体）ではな
く、そこに記載又は記録された情報であるから、
被告人が作成した完成配合表〔1〕〔2〕について、
NEA で管理されていた商品設計書とは別個独立
に秘密管理性を充足する必要があるかのような弁
護人の主張は、失当といわざるを得ず、完成配合
表〔1〕〔2〕の情報が本件各塗料の原料及び配合
量を主とする技術情報そのものであり、NEA で
管理されていた本件情報と実質的に同一内容で
あって（その旨をいう原判決の認定は是認でき
る。）、NEA で管理されていた商品設計書につい
て秘密管理性の要件を充足することから完成配合
表〔1〕〔2〕についても秘密管理性が認められる
とした原判決の判断は、当裁判所としても是認で
きる。」
　「アクセス制限は、情報にアクセスした者に当
該情報が営業秘密であることが認識できるように
するための方法、すなわち、客観的認識可能性を
担保する一つの手段にすぎず、必ずしも独立の要
件と解すべき理由はないから、弁護人が指摘する
ような NEA の管理システムの不備やアクセス権
の管理体制の不十分さなどがあったとしても、そ
のことのみで秘密管理性が否定されるものではな
い。」
　「市販製品の解析により本件情報を知るために
は、塗料メーカーの知見を駆使し、原料メーカー
の協力を仰ぐなどする必要がある上、なお一定の
期間を要するのであって、誰でも容易に知り得る
わけではないから、製品を市販したことをもって
営業秘密が公知化するなどとは到底いえないし、
本件情報を構成する個々の原料や配合量が特許公
報等の刊行物によって特定できるとしても、まと
まりをもった体系的情報である本件情報の非公知
性が失われることはないというべきである。」
　「原判決は、本件情報が、ｂの生産、販売及び
商品の研究開発に役立つ旨の説示をしているもの
の、それに続き、同一品質の本件各塗料を製造す
ることができるものであるとの説示をし、全体と
して、競合する同業他社が入手した場合、ｂが改
訂前に重ねた試行錯誤の相当部分を省略できると
いう客観的な有用性を明示している」。「改訂に
よって配合情報の同一性が失われるものではな

く、……改訂前の配合情報であっても、競合する
同業他社が入手した場合、ｂが改訂前に重ねた試
行錯誤の相当部分を省略できることに照らして、
客観的にみても有用性が認められることは明らか
である」。

判例の解説

　一　本件の特徴と争点
　本件の特徴は、被告人が領得及び開示したとさ
れるものが、営業秘密保有者が秘密として管理し
ていた本件情報の記載された商品設計書（オリジ
ナル情報）ではなく、被告人がそれを基に作成し
た完成配合表〔1〕〔2〕及び推奨配合表〔1〕〔2〕（派
生情報）だったことにある。オリジナル情報と実
質的に同一内容である派生情報の営業秘密該当性
の判断が、本件の争点である。
　法 2 条 6 項によれば、営業秘密とは秘密管理性、
有用性及び非公知性の三要件を満たす情報であ
る。これらの要件は、民事の場合と刑事の場合と
で基本的に異ならない２）。本件との関係では、個
別には、ｂが NEA 内で秘密として管理していた
本件情報を基に被告人が作成した完成配合表〔1〕

〔2〕に秘密管理性が認められるか、製品を市販化
したことによって本件情報が公知化していたか、
最新の配合情報ではなかった本件情報にどのよう
な意味で有用性が認められるかが、それぞれ問題
になる。
　また、営業秘密を営業秘密保有者から開示され
た者（正当取得者）による当該情報の取扱いに対
する刑法上の評価という点についても、興味深い
事例である。

　二　秘密管理性について
　秘密管理性の要件の趣旨は、企業が秘密として
管理しようとする対象の明確化により「従業員等
の予見可能性、ひいては、経済活動の安定性を確
保すること」３）や、「保護が必要な場合を見極め
る機能」４）にある。それゆえ、営業秘密保有者の
秘密管理意思が、「保有者が実施する具体的状況
に応じた経済合理的な秘密管理措置によって従業
員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に
対する従業員等の認識可能性が確保される必要が
ある」５）。個別の事案における秘密管理性につい
て、従来の裁判例は、「当該情報の性質、保有形
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態、情報を保有する企業等の規模等の諸般の事情
を総合考慮し、合理性のある秘密管理措置が実施
されていたか否かという観点から判断を行ってい
る」６）とされる。
　秘密管理性を判断する際の要素として、①情報
にアクセスできる者が制限されていること（アク
セス制限）と、②情報にアクセスした者に当該情
報が営業秘密であることが認識できるようにさ
れていること（客観的認識可能性）が挙げられる。
この二要件について、経済産業省「営業秘密管理
指針」の平成 27 年全部改訂前までは、①と②の
両者が要求されていた７）が、同改訂後は、両者
は独立した要素ではなく、①は②を担保する一つ
の手段と考えられている８）。近時の刑事裁判例に
おいても同様の判断を示したものがある９）。本判
決もこのような近時の二要件の捉え方に沿ったも
のであるといえる 10）。
　本件における秘密管理性に関する争点の中心
は、秘密管理性の判断対象にある。まず、本判決
は、技術上の情報は営業上の情報とは異なり、「ど
のような情報を秘密情報とするかを明確にする管
理措置を問題にする必要はない」とする。これは、
有用性の高い技術上の情報であれば、秘密保持の
必要性や秘密の対象となる情報の範囲が比較的明
確である場合が多いからであると考えられる。そ
の上で、本判決は、「秘密管理性が問題となるのは、
個々の記録媒体等（情報が記載され、又は記録さ
れた文書、図画又は記録媒体）ではなく、そこに
記載又は記録された情報である」とし、秘密管理
性の要件を充足する「NEA で管理されていた本
件情報と実質的に同一内容」であるから、完成配
合表〔1〕〔2〕についても秘密管理性が認められ
るとした。つまり、秘密管理性の判断対象は、企
業が秘密管理意思をもつ「情報」であり、オリジ
ナル情報と派生情報が実質的に同一内容である場
合、オリジナル情報に秘密管理性が認められれば、
派生情報の秘密管理性も認められると考えられて
いる。
　たしかに、秘密として管理されるべき対象は、
本質的には「情報」である。しかし、営業秘密の
管理とは、営業秘密が記載又は記録された「媒体
を管理することにほかならない」のであって、「同
一の営業秘密について複数の媒体が存在するとき
は、すべての媒体を管理する必要がある」とされ
る 11）。派生情報が作成され、それが記載又は記

録された媒体が営業秘密保有者の管理する媒体と
は別に存在する場合、それらに対する適切な秘密
管理措置がとられないならば、実質的に同一内容
であるオリジナル情報についても、その秘密管理
性が弛緩することになる。場合によっては、派生
情報に対する管理が不十分であることからオリジ
ナル情報についての秘密管理性が否定されること
にもなろう 12）。もっとも、従業員等が業務上作
成した派生情報の記録媒体等について、営業秘密
保有者が逐一、物理的な管理を及ぼすことは現実
的でなく、営業秘密の使用方法や派生情報の管理
方法についてルールを周知する等、規範的管理な
いし人的管理を施すことで足りると思われる。
　本件では、商品設計書は営業秘密保有者である
ｂが NEA によって管理していたが、それを基に
被告人が作成した完成配合表〔1〕〔2〕は別の記
録媒体に保存されていた。ｂにおける営業秘密の
使用方法や派生情報の管理方法についての管理の
在り方次第では、本件情報の秘密管理性が否定さ
れる余地があったものと考えられる。

　三　非公知性について
　非公知性の要件の趣旨は、競争上の優位性（財
産的価値）や情報の自由な利用を保障することに
ある 13）。非公知性は、一般的には知られておらず、
又は容易に知ることができないときに認められ
る 14）。なお、本件情報のような、まとまりをもっ
た体系的情報については、「組合わせの容易性、
取得に要する時間や資金等のコスト等を考慮し、
営業秘密保有者の管理下以外で一般的に入手でき
るかどうか」15）によって判断される。
　本件における非公知性の争点は、製品を市販化
したことよって営業秘密は公知化するかである。
この点につき、立法担当者は、リバース・エンジ
ニアリングによる情報取得の困難性等を考慮し
て、誰でも容易に当該情報を知ることができるか
否かによって判断するとしていた 16）。また、従
来の裁判例も同様に、「市場で流通している製品
から容易に取得できる情報かどうか」17）を判断し
ているとされる。本判決の非公知性に関する判示
も、このような判断枠組みに沿うものであるとい
える。

　四　有用性について
　有用性の要件は、「秘密として法律上保護され
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ることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の範
囲から除外した上で、広い意味で商業的価値が認
められる情報を保護することに主眼がある」18）と
される。有用性が認められるためには、当該情報
が現に事業活動に用いられているか否かは問わな
いが、それの使用によって費用の節約、経営効率
の改善等に役立つことが必要であり、「この『有
用性』は営業秘密保有者の主観によって決められ
るものではなく、客観的に判断される」19）。
　本件では被告人が作成した派生情報が最新の情
報ではなかったが、その有用性を認めた本判決の
判断も、このような理解に沿うものといえる。な
お、弁護人は、有用性の判断は、営業秘密保有者
にとっての有用性ではなく、同業他社の立場から
客観的に判断すべきであると主張した。本判決は、

「同業他社が入手した場合に、ｂが改訂前に重ね
た試行錯誤の相当部分を省略できる」として、こ
の意味での客観的な有用性を認めている。もっと
も、原判決に含まれる営業秘密保有者にとっての
有用性についても、それが客観的な基準によって
認められるのであれば、客観的な有用性といえる
ように思われる。

　五　正当取得者による営業秘密の取扱いに
　　　対する刑法上の評価
　被告人は営業秘密を営業秘密保有者から示され
た正当取得者であり、在職中の完成配合表〔1〕〔2〕
の作成は、事業展開のプレゼン資料として利用す
ることを想定したものであることから、不正の利
益を得る目的が認められず、法 21 条 1 項 3 号ロ
に該当しない。また、推奨配合表〔1〕〔2〕の作
成及び開示行為は退職後になされており、主体が
現職の役員又は従業員に限定される法 21 条 1 項
5 号に該当しない 20）。本件は、具体的な事実関係
において、営業秘密侵害罪の実行行為の認定が難
しい事例であった 21）。
　正当取得者が、業務上の必要性から、営業秘密
又はその派生情報を記載又は記録した別の媒体を
作成したとしても、前述のように、適切な規範的
管理ないし人的管理がなされていれば、当該情報
の秘密管理性は否定されない。しかし、正当取得
者の業務上の必要性がなくなったときや退職時に
は、派生情報を含む営業秘密を消去した旨の書面
を交付するなど、法 21 条 1 項 3 号ハの「消去義
務違反＋仮装」が適用可能になるような秘密管理

措置がとられないかぎり、当該情報についての秘
密管理性は弛緩する。正当取得者による営業秘密
の取扱いについては、営業秘密保有者が場面に応
じて適切な管理を施した場合に、刑法上保護され
ると考えるべきである。正当取得者の業務上の必
要性がなくなった後も漫然と放置した場合には、
当該情報に対する秘密管理性が弛緩し、場合に
よっては秘密管理性が欠けることになろう。
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